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国道20号・142号バイパス 
開通区間の整備効果 
国道20号・142号バイパス 
開通区間の整備効果 
国道20号・142号バイパス 
開通区間の整備効果 

① 
　国道20号バイパス・国道142号バ
イパスを利用することにより、下諏
訪町や長門町・和田村から岡谷IC
へ向かう時間が約19分から約11分に
短縮されました。 

岡谷ICへのアクセス時間が約19分から約11分に半減 

② 

　国道20号バイパスの部分供用および国道
142号バイパスの開通により、年間約25億
円の走行時間短縮便益が期待されます。 
※（走行時間短縮便益）＝ 
　（整備がない場合の総走行時間費用）－ 
　　　（整備がある場合の総走行時間費用） 
　（総走行時間費用）＝交通量×所要時間× 

時間価値原単位×365日 

年間約25億円 
の効果 

③ 
　現国道20号を利用している通過交通が、
国道20号バイパスに転換されるため、交
通安全の確保、沿道環境の改善が期待さ
れます。現国道20号は、歩道幅員が狭く
危険な状況。国道20号バイパスは、３ｍ
の歩道が整備されて安全になりました。 

交通安全 ④ 

　国道20号・142号バイパスの整備により、周辺道路の走行速度が向
上し、自動車から排出される二酸化炭素（CO2）が約800ｔ／年、窒
素酸化物（NOx）が約７ｔ／年それぞれ削減されると試算されます。 

自動車からの排出ガスが減少 
し、沿道環境が改善 
 

◆お問い合わせは…バイパス対策課（123－4811　内線1341） 

国道20号現道 

国道20号バイパス 

国道142号現道 

国道142号バイパス 

現道ルート 

バイパスルート 

岡谷ICへのルート 
バイパスルート 

現道ルート 

約8分の短縮 
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■二酸化炭素（CO2） 

約700本のクスノキが1年間に吸収する 
二酸化炭素の量に相当します。 

整備前 

整備後 
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128,400

127,600
約800t／年 

■窒素酸化物（NOx） 

大型車が20㎞/hで5㎞走行時の 
約560台/日に相当します。 

整備前 

整備後 

390 392 394 396 398 400 402 404（t/年） 

402

395
約7t／年 

20号バイパス 
L＝2.9㎞ 

142号バイパス 
L＝3.3㎞ 
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「頑張る中小企業を支えます！」 「頑張る中小企業を支えます！」 「頑張る中小企業を支えます！」 
～中小企業経営技術相談所～ 
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右から中沢参事、栗田アドバイザー 右から中沢参事、栗田アドバイザー 

　市では、ものづくりのまち・岡谷をひたむきに支えている中小企業のみなさんのために、「中小企業
経営技術相談所」を設けています。最先端の技術導入からビジネスマッチングまで、企業が抱える悩み・
課題・ニーズを真摯に受け止め、共に考え、共に取り組むことでより良い発展を目指します。 

中小企業経営技術相談所では次の業務を行っています！ 中小企業経営技術相談所では次の業務を行っています！ 
★ 経営・技術の相談 

◇受注・売上減対策、販売促進等の経営相談 

◇新技術開発､品質向上等の技術相談・指導 

◇新分野への進出、業種転換の相談 

★ 受発注の斡旋 

岡谷市の工業技術を機械要素展、テクノメッセ等に出展・

宣伝し、県内外企業からの受発注の斡旋をしています 

★ テクノプラザ設置の設備の活用 

◇ハイスコープ（デジタル顕微鏡）によるトラブル対策 

◇CAD・CAM導入相談、モデリングマシンによる加工

相談 

◇超音波振動切削によるタングステン等難削材の加工

相談 

★ 産学連携支援 

芝浦工業大学、信州大学、中部大学、山梨大学、諏訪

東京理科大学等の大学のシーズの紹介、市内企業から

のニーズの大学への紹介 

★ 講座の開設 

　先端技術懇話会で昨年はバイオ技術について５回の

研究会を開催、今年度も再募集し、先端技術につい

ての講演を開催予定 

◇21経営者研究会の開催 

　将来のものづくり岡谷を背負う若い経営者・後継者

支援のため、経営技術、ビジョン作りの研究会を開

催予定（随時募集中） 

◇生産技術基礎講座、生産管理総合講座の開催 

　昨年は「ゼロ段取り」と「経営の改善の基礎知識・

手法」について開催､今年度も企業の皆様の要望に

沿ったテーマで開催予定 

◇コバール研究会の開催 

　12年９月に発会した研究会も５年目になり、コバ

ールの加工はすでに数社で試作・量産試作等行われ

ている。今年度も総会の議決に基づき開催予定 

コーディネーター 
の紹介 

　専門コーディネーターが、市内企業のみなさんから寄せられる相談にお応

えしています。また、必要に応じて企業への直接訪問、外部の客員コーディ

ネーター等の派遣もしています。 

相談所顧問 （一橋大学商学部教授） 関　　満博 

専門…地域経済論、中小企業論など 

中沢　　晃 相談所長兼工業技術振興参事 

専門…経営・技術・情報処理など全般 

せき　　　　みつひろ なかざわ　　　 あきら 

久慈　光宏 工業活性化コーディネーター 

専門…首都圏受注開拓、産業情報収集など 

生産管理アドバイザー 栗田　博富 

専門…生産管理、品質管理など 

くり た　　 ひろひさ 　く　じ　　 みつひろ 
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くらしと市税 
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くらしと市税 
2004

くらしと市税 
2004

軽自動車税担当 
1２３－４８１１ 

内線１１２３ 

5２２－４１４６ 
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軽
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軽
自
動
車
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納
め
る
人 

　
毎
年
４
月
１
日
現
在
、
軽
自
動
車
等
を
所
有
し
て
い

る
人
で
す
。 

  
納
め
る
額 

 

手
続
き
場
所 

　
軽
自
動
車
等
を
買
っ
た
り
、
売
っ
た
と
き
、
住
所
が

変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
各
種
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。 

５０cc以下 
９０cc以下 
１２５cc以下 
ミニカー 

小型特殊自動車（フォークリフトなど） 
農耕作業用自動車（トラクターなど） 
二輪  １２５ccを超え２５０cc以下 

三　　　輪 
 
 
 
 

雪　上　車 

１,０００ 
１,２００ 
１,６００ 
２,５００ 
４,７００ 
１,６００ 
２,４００ 
３,１００ 
５,５００ 
７,２００ 
３,０００ 
４,０００ 
２,４００ 
４,０００ 

車      　　　種 税率（年額）円 

原　　付 

営業用 
自家用 
営業用 
自家用 

二輪の小型自動車  ２５０ccを超える 

四　輪 
乗　用 

貨　物 

小　　特 

軽自動車 

車      　種 手続きの場所 手続きに必要なもの 

原動機付自転車 
（125㏄以下のバイク） 

小型特殊自動車 
（農耕作業用車も含む） 

市役所税務課 
123-4811 

（内線1121～1123） 

登
録
申
告 

・印鑑 
・販売または譲渡証 
　明書、廃車証明書 
　のいずれか 

廃
車
申
告 

・標識 
　（ナンバープレート） 
・印鑑 
・標識交付証明書 

軽四輪・軽三輪 
軽二輪 

（250㏄以下のバイク） 

軽自動車検査協会 
10263-58-4055 
テレホンサービス 
1026-258-6061

左記にお問い合わせく 
ださい 
 二輪の小型自動車 

（250㏄を超えるバイク） 
長野陸運支局 

10263-58-3180

　
納
期
限
前
10
日
ま
で
に
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書
を
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
金
融

機
関
、
郵
便
局
、
市
役
所
税
務
課
、
湊
・
川
岸
・

長
地
支
所
に
て
お
納
め
く
だ
さ
い
。 

　軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動
車および二輪の小型自動車（これらを軽自動
車等といいます。）の所有者に対して課税さ
れる税金です。 

※手続き場所が市役所税務課以外については、下取り等をした自動車販
売店等、または自家用自動車協会岡谷支部（1２２－４０７１）でも
手続きの代行（手数料がかかることがあります）をしていますので、
早めに手続きをするようお願いします。 
　廃車の手続きが終わりませんと、いつまでも「税」の支払いをお願い
することになります。 

軽自動車税の 
納期限は 

5月31日（月） 
 

5月31日（月） 
　　　　　です。 
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今
月
は
、
平
成
15
年
度
の
出
納
閉

鎖
の
月
で
「
税
金
の
滞
納
整
理
強
化

月
間
」
で
す
。
未
納
に
な
っ
て
い
る

市
税
や
国
民
健
康
保
険
税
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
31
日
（
月
）
ま
で
に
必
ず

納
め
て
く
だ
さ
い
。 

◎
税
務
課
で
は
、
次
の
と
お
り
夜
間
・

休
日
窓
口
を
開
設
し
、
収
納
業
務

を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

　
　
ま
た
、
病
気
な
ど
の
都
合
で
納

税
が
困
難
な
場
合
は
、
相
談
業
務

も
併
せ
て
行
い
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

平
日
の
夜
間
窓
口 

　
期
　
間
　
５
月
６
日（
木
）〜 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
31
日（
月
） 

　
時
　
間
　
午
後
９
時
ま
で 

 

休
日
の
窓
口 

　
期
　
日
　
５
月
22
日（
土
）、 

　
　
　
23
日（
日
）、
29
日（
土
）、 

　
　
　
30
日（
日
） 

　
時
　
間
　
午
前
８
時
30
分
〜 

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分 

 

開
設
場
所 

　
市
役
所
１
階
　
税
務
課 

　
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
納
入

に
は
、
正
確
で
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　
手
続
き
は
、
市
内
金
融
機
関
・
郵

便
局
・
税
務
課
・
３
支
所
に
依
頼
書

が
あ
り
ま
す
の
で
、
通
帳
・
届
出
印

を
持
参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。 

税金の納め忘れはありませんか！ 
～５月は滞納整理月間です～ 

減免条件 手続きに必要なもの 手続き期間 

・身体障害者が取得または所有し、
もっぱら当該者が運転する軽自
動車等 
・もっぱら身体障害者の通院、通
学のために、生計を一にする人
が運転する軽自動車等 
・身体障害者で年齢１８歳未満の
人か精神障害者にあっては、そ
の人と生計を一にする人が所有
する軽自動車等 

５月中旬に発送さ
れる納税通知書の
到着後、納期限前
７日まで 

・減免申請書 
・障害者手帳等 
・運転者の運転免許証 
・納税通知書 
・印鑑 

原
付
バ
イ
ク
を
譲
渡
し
た

場
合
の
軽
自
動
車
税
は
？ 

　
４
月
中
旬
に
原
付
バ

イ
ク
を
友
人
に
譲
り
ま

し
た
が
、
私
の
と
こ
ろ
に
軽
自

動
車
税
の
納
税
通
知
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
も
う

バ
イ
ク
を
持
っ
て
い
な
い
の
に

税
金
を
納
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
軽
自
動
車
税
は
、
４

月
１
日
現
在
で
軽
自
動

車
等
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課

税
さ
れ
ま
す
の
で
、
今
年
は
あ

な
た
に
課
税
さ
れ
、
来
年
度
か

ら
は
あ
な
た
の
友
人
に
課
税
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
譲
り
渡
し
た
と
い
う
手
続

き
（
廃
車
申
告
）
を
し
て
い
な

い
と
、
来
年
も
あ
な
た
に
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

減
　
　
免 

　
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
軽
自

動
車
税
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

※
こ
の
減
免
は
普
通
自
動
車
お
よ
び
軽
自
動

車
等
い
ず
れ
か
１
人
１
台
に
限
ら
れ
ま
す
。 

　
詳
し
く
は
、
税
務
課
諸
税
担
当
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

廃
車
申
告
を
し
な
い
で
原

付
バ
イ
ク
を
処
分
し
て
し

ま
っ
た
と
き
は
？ 

　
先
日
、
乗
ら
な
く
な

っ
た
原
付
バ
イ
ク
を
、

処
分
業
者
に
頼
ん
で
処
分
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
特
に
手
続
き

は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
市
役
所

へ
の
手
続
き
は
必
要
で
し
ょ
う

か
。 

　
原
付
バ
イ
ク
を
処
分

し
て
も
、
市
役
所
で
廃

車
の
手
続
き
を
し
な
い
と
、
い

つ
ま
で
も
登
録
が
残
っ
て
お
り
、

毎
年
、
軽
自
動
車
税
が
か
か
っ

て
し
ま
い
ま
す
。 

　
税
務
課
の
窓
口
に
て
ナ
ン
バ

ー
プ
レ
ー
ト
と
印
鑑
を
お
持
ち

に
な
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
も
し
も
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
と
バ
イ
ク
を
一
緒
に
処
分

し
て
し
ま
い
、
返
納
で
き
な
い

場
合
は
、
窓
口
に
あ
る
「
標
識

紛
失
申
出
書
」
を
記
入
し
、
必

ず
廃
車
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 


